
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《表紙写真》 

事 業 名：水利施設等保全高度化事業（水利施設整備事業【基幹水利施設保全型】） 

概   要：用水路を補修することで、用水機能の回復や用水施設の長寿命化を図り、農業生産性

の維持と維持管理費の軽減に取り組んでいます。 



 

Ⅰ 農用地整備の推進について…………………………………………………１～２ 

 １ 水田の整備……………………………………………………………………………………………２ 

 ２ 畑地の整備……………………………………………………………………………………………２ 

 ３ かんがい排水の整備…………………………………………………………………………………２ 

 ４ 草地等の整備…………………………………………………………………………………………２ 

Ⅱ 農地整備課の組織体制及び分掌事務………………………………………… ３～５ 

 １ 組織体制………………………………………………………………………………………………３ 

 ２ 農地整備課の分掌事務………………………………………………………………………………３ 

 ３ 各係の分掌事務…………………………………………………………………………………３～５ 

Ⅲ 令和 3年度農地整備課の予算概要……………………………………………･……６ 

Ⅳ 主要事業の概要  

事業の名称 

整備内容 

頁 
水田 畑地 

かんがい 

排水 
草地等 

農地整備事業（経営体育成型・中山間地域型） 〇    ７～９ 

農地中間管理機構関連農地整備事業 ○ ○   10～11 

水利施設等保全高度化事業 

（畑地帯総合整備事業【担い手育成対策】） 
 〇   12～14 

水利施設等保全高度化事業 

（畑地帯総合整備事業【担い手支援対策】） 
 〇   15～16 

水利施設等保全高度化事業 

（畑地帯総合整備事業【高収益作物転換型】） 
 〇   17～18 

水利施設等保全高度化事業 

（水利施設整備事業【農地集積促進型】 
○ ○ 〇  19～20 

水利施設等保全高度化事業 

（水利施設整備事業【基幹水利施設整備型】） 
  〇  21 

水利施設等保全高度化事業 

（水利施設整備事業【基幹水利施設保全型】 
  〇  22 

諸土地改良事業 

（畑地かんがい推進モデルほ場設置事業） 
 〇 ○  23 

地域用水環境整備事業   〇  24 

農業基盤整備促進事業 〇 〇 〇 ○ 25 

農地耕作条件改善事業 〇 〇 〇 ○ 26 

草地畜産基盤整備事業 

（草地整備型【道営草地整備事業】） 
   〇 27 

草地畜産基盤整備事業 

（草地整備型【公共牧場整備事業】） 
   〇 28 

目  次 



事業の名称 

整備内容 

頁 
水田 畑地 

かんがい 

排水 
草地等 

草地畜産基盤整備事業 

（畜産担い手総合整備型【再編整備事業】） 
   〇 29 

畜産環境総合整備事業 

(資源リサイクル事業) 
   ○ 30～31 

経営体育成促進事業（担い手育成農地集積事業） ○ ○ ○ ○ 32～33 
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Ⅰ 農用地整備の推進について 
 

 

北海道の農業・農村は、広大な土地や水資源を活かした、大規模で生産性の高い農

業経営をはじめ、国土保全や美しい農村景観の形成などによる多面的機能の発揮を通

じて、私たちの生活にうるおいと豊かさをもたらすとともに、食品産業や観光など他

産業とも深く結び付き、地域の経済と社会を支える重要な役割を担っています。 

 

一方、ＴＰＰ11 や日ＥＵ・ＥＰＡ、日米貿易協定の発効をはじめとする経済のグロ

ーバル化や消費者ニーズの多様化、農業就業者の高齢化や担い手不足、人口減少によ

る集落機能の低下など、農業・農村を取り巻く環境は刻々と変化しています。 

 

このような状況の下、道では、令和３年３月に策定した「第６期北海道農業・農村

振興推進計画」に基づき、頻発する自然災害など農業の持続性を脅かすリスクへの対

応を強化し、農地を最大限活用して収量の向上を図るなど、持続可能で生産性が高い

農業を展開するため、農業の生産力・競争力強化に向けた農業生産基盤の整備、農業

水利施設等の保全管理、農業・農村の強靭化に向けた防災・減災対策を展開します。 

また、農業農村整備事業の進め方や重点的な取組などをわかりやすく示した「北海

道農業農村整備推進方針」（平成 24 年９月改定）に基づき、「食の生産」、「多様な担い

手と地域」、「豊かな農村環境」の３つをささえる取組を積極的に展開しています。 

 

こうしたことを踏まえ、農地整備課では、環境との調和に配慮しつつ、作物の品質

向上や低コスト生産を可能とする水田や畑地、草地の基盤整備を地域の実情に即して

推進するほか、長年にわたって整備された農業用施設の適切な保全管理による長寿命

化を図るとともに、これからの北海道農業を支える担い手の育成・確保や農地の利用

集積に向けた取組を支援していきます。 
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１ 水田の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 畑地の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ かんがい排水の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

４ 草地等の整備 

 

 

 

農産物の輸入自由化、食料消費構造の変化、農業従事者の減少や高齢化など水田農業を取り巻く

状況が厳しくなる中、競争力のある力強い農業を実現し、意欲ある農業者が農業を継続できる環境

を整えるための基盤整備が重要となっています。 

このため、農地整備事業（経営体育成型)等により、ほ場の大区画化や汎用化、用排水施設など

の整備に取り組み、担い手への農地集積・集約化を図り、生産効率の向上や高収益作物の導入・拡

大などを推進しています。 

また、地下かんがいを利用した水稲直播栽培や ICT 技術を活用したスマート農業などの省力化技

術に対応するための整備を行うと共に、反転均平工法などの工事コスト縮減に向けた取組も進めて

います。 

畑作物は、土地利用型による穀物や野菜をはじめ、自然的･社会的･経済的条件に応じて多種多様

な作物が栽培されており、その経営についても地域などによって様々な形態となっています。 

一方、近年、農業の国際化、農村地域の過疎化・高齢化に伴う世代交代に対応するため、経営感

覚に優れた効率的かつ安定的な担い手の育成強化が急務になっています。 

このため、水利施設等保全高度化事業（畑地帯総合整備事業）等により、排水対策や客土による

土づくりなどを総合的に実施し、担い手の経営規模拡大や生産性向上による経営安定化を推進して

います。 

また、良質な農産物の安定生産や導入作物の選択肢を広げる畑地かんがい等の整備を契機に、高

収益作物への転換を進めています。 

用水路や排水路、ため池等の農業水利施設は、農業生産の基礎となる農業用水を確保し適期・適

量の供給を図るとともに、降雨等による農地の湛水被害を防止し、また、過剰な地下水や湧水を排

除するなど、作物生産に必要な環境を確保しています。 

しかしながら、近年、農業従事者の減少や高齢化、農業所得の減少に加え、農業水利施設の老朽

化に起因する不測の事態が増加している状況にあり、安定的な機能を確保するための効率的に機能

確保対策等を推進する必要があります。 

このため、水利施設等保全高度化事業（基幹水利施設整備型、基幹水利施設保全型、農地集積促

進型）等により、基幹水利施設の整備や長寿命化対策、農地集積・集約化に資する水管理の省力化

を行っています。 

また、地域用水環境整備事業により、かんがい排水施設が有している生態系の保全など、多面的

機能の維持・増進に資する施設の整備や、土地改良施設の維持管理費の節減と二酸化炭素の排出削

減のために、小水力発電施設の整備を進めています。 

配合飼料や肥料、燃料等の生産資材の価格が高止まりし、酪農・畜産経営を取り巻く厳しい状況が

続く中で、本道の酪農・畜産の体質を強化するためには、自給飼料基盤に立脚した経営の確立に向け

て、飼料自給率の向上や畜産環境の総合的な整備を推進することが重要となっています。 

 このため、「草地畜産基盤整備事業」等により、担い手への農地の利用集積等を通じた作付規模の

拡大に合わせて、大型機械による効率的な飼料生産、飼料自給率の向上に向けた草地の整備改良、公

共牧場並びにＴＭＲセンターなどの利用施設の整備を行い、酪農の経営改善を支援しています。 
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Ⅱ 農地整備課の組織体制及び分掌事務 
 

１ 組織体制 

 

 
 

[ ]書きはダイヤルイン（直通）番号、( )書きは内線番号を示す。 

※令和２年４月１日より上記の組織体制。 

 

２ 農地整備課の分掌事務 

 

 （１）水田、畑地及び草地の整備に係る農業農村整備事業の実施に関すること。 

 （２）農業水利施設の整備に係る農業農村整備事業の実施に関すること。 

 

３ 各係の分掌事務 

  ◎ 調整係 

１ 係の総括に関すること 

２ 課内の連絡調整に関すること 

３ 陳情請願に関すること 

４ 議会・委員会に関すること 

５ 予算の編成及び管理に関すること 

６ 予算の執行及び経理に関すること 

７ 職員の服務及び研修に関すること 

８ 検査・監査に関すること 

９ 物品等の管理及び修繕に関すること 

１．水田、畑地及び草地の整備に係る農業農村整備事業の実施に関すること。 

２．農業水利施設の整備に係る農業農村整備事業の実施に関すること。 
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10 文書の管理に関すること 

11 職員の給与に関すること 

12 福利厚生等に関すること 

13 その他、他の係に属さないこと 

14 土地改良事業及び草地開発事業の受益地の転用等に伴う補助金の返還措置に関すること 

15 経営体育成促進事業に関すること 

16 農業経営高度化支援事業に関すること  

17 施策の企画調整に関すること 

18 課の重点施策、国に対する施策提案に関すること 

19 課のホ-ムページに関すること 

20 施策評価・事業評価に関すること 

 

◎ 水田整備係 

１ 係の総括に関すること 

２ 企画調整に関すること 

３ 農地整備事業（経営体育成型・中山間地域型）の実施に関すること 

４ 農地中間管理機構関連農地整備事業に関すること 

５ 農業基盤整備促進事業に関すること 

６ 農地耕作条件改善事業に関すること 

７ 農地中間管理機構との連携に関すること 

 

◎ 畑地整備係 

１ 係の総括に関すること 

２ 企画調整に関すること 

３ 水利施設等保全高度化事業の実施に関すること 

４ 畑地かんがい事業の推進に関すること 

５ 国営かんがい排水事業及びこれに附帯する関連事業推進連絡会議の運営等に関すること 

６ 畑地かんがい推進モデルほ場設置事業の実施に関すること 

７ 農業水利施設を活用した小水力発電に関すること   

 

◎ 草地整備係 

１ 係の総括に関すること 

２ 企画調整に関すること 

３ 草地畜産基盤整備事業に関すること 

４ 畜産環境総合整備事業に関すること 
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Ⅲ 令和３年度 農地整備課の予算概要 
農地整備課所管事業予算 【４２，３８１，１０２千円】 

合　　　計 補　助　金 交　付　金 道 単 独 費

40,337,962 26,877,418 13,460,544

 29,828,932 20,931,668 8,897,264

13,661,450 10,681,140 2,980,310

417,400 417,400

15,500,082 9,583,128 5,916,954

畑地帯総合整備事業（畑地帯総合整備型） 4,687,901 2,773,947 1,913,954

畑地帯総合整備事業（畑地帯総合整備中山間地域型） 7,888,181 4,429,181 3,459,000

畑地帯総合整備事業（高収益作物転換型） 77,020 77,020

水利施設整備事業（農地集積促進型） 1,222,980 1,222,980

水利施設整備事業（基幹水利施設整備型） 1,013,000 469,000 544,000

水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） 611,000 611,000

250,000 250,000

〇団体営土地改良事業費 4,525,030 101,750 4,423,280

101,750 101,750

4,423,280 4,423,280

3,796,000 3,676,000 120,000

3,796,000 3,676,000 120,000

草地畜産基盤整備事業

（草地整備型（道営草地整備事業））
1,494,000 1,494,000

草地畜産基盤整備事業

（草地整備型（公共牧場整備事業））
2,302,000 2,182,000 120,000

2,168,000 2,168,000

2,168,000 2,168,000

20,000 20,000

20,000 20,000

1,187,000 1,187,000

1,187,000 1,187,000

1,187,000 1,187,000

856,140 856,140

856,140 856,140

42,381,102 26,877,418 14,647 ,544 856,140

（*）関連ソフト事業費含む。

（単位：千円、事業費ベース）

区 分

〇団体営農用地造成事業費

畜産環境総合整備事業

（資源リサイクル事業）

〇道営土地改良事業費

農地整備事業（経営体育成型）

農地中間管理機構関連農地整備事業

水利施設等保全高度化事業

諸土地改良事業（畑地かんがい推進モデルほ場設置事業）

農業基盤整備促進事業

農地耕作条件改善事業

〇道営農用地造成事業費

草地畜産基盤整備事業

〇団体営農村整備事業費

土地基盤の整備(＊)

草地畜産基盤整備事業

（畜産担い手総合整備型（再編整備事業））

その他

受託事業

　合　　計

農村環境の整備

〇道営農村総合整備事業費

地域用水環境整備事業
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Ⅳ 主要事業の概要 
 

《水田の整備》 

農地整備事業（経営体育成型・中山間地域型） 

（担当：水田整備係、調整係） 

【 目 的 】 

将来の農業生産を担う効率的かつ安定的な経営体を育成し、これらの経営体が農業

生産の相当部分を担う農業構造を確立するため、地域農業の展開方向及び生産基盤整

備の状況等を勘案し、必要となる生産基盤及び生活環境の整備を経営体の育成を図り

ながら一体的に実施することにより、高生産性農業の展開が見込まれる大規模水田地

域の整備を着実に推進するとともに、優良農地を将来にわたり適切に維持・保全する

ことで、食料自給率の向上、農業の多面的機能の十分な発揮に資する 

 

◆事業内容 １ 事業種類ア農業生産基盤整備事業の(ｴ)又は(ｵ)に掲げるもの 

２ 事業種類ア農業生産基盤整備事業の(ｱ)から(ｶ)まで（中山間地域型にあっては(ｱ)

から(ｵ)まで）に掲げるもののうち２以上を総合的に実施するもの 

３ 上記１又は２の農業生産基盤整備事業と事業種類イからオまでに掲げる事業のう

ち当該農業生産基盤整備事業と密接な関連のあるものとを併せて一体的に実施する

もの 

【事業種類】 

ア 農業生産基盤整備事業 

(ｱ) 農業用用排水施設整備事業    (ｲ) 農道整備事業 

(ｳ) 客土事業            (ｴ) 暗渠排水事業 

(ｵ) 区画整理事業          (ｶ) 除礫 

イ 農業生産基盤整備附帯事業 

(ｱ) 土壌改良事業      (ｲ) 高付加価値農業施設移転等事業 

(ｳ) 交換分合        (ｴ) 耕作放棄地解消・発生防止のための簡易な整備 

ウ 営農環境整備事業 

(ｱ) 農業集落道整備事業       (ｲ) 農業集落排水施設整備事業 

(ｳ) 農業集落防災安全施設整備事業  (ｴ) 農業集落環境管理施設整備事業 

(ｵ) 用地整備事業          (ｶ) 環境整備事業 

(ｷ) 生態系保全空間整備事業     (ｸ) 営農用水施設整備事業 

(ｹ) 農作業準備休憩施設整備事業   (ｺ) 地域資源利活用基盤整備事業 

エ 農業経営高度化支援事業 

(ｱ)高度土地利用調整事業 

1) 指導事業  2) 調査・調整事業 

(ｲ) 農業経営高度化促進事業 

1) 中心経営体農地集積促進事業  

(ｳ) 耕地利用高度化推進事業 

オ 特認事業 

◆採択基準 １ 事業種類アの(ｱ)から(ｶ)までに掲げる事業の受益面積の合計がおおむね２０ha以

上（中山間地域型にあってはおおむね 10ha 以上）であること 

２ 次の(1)から(3)のいずれかの要件を満たすこと 

(1) 事業の完了時において、当該事業の受益面積に占める担い手の経営等農用地面

積の割合（以下「担い手農地利用集積率」という。）が、事業開始時に比べ次のと

おり増加することが確実と見込まれること 
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事業開始時における 

担い手農地利用集積率 
事業完了時 

４０(２０)％未満 ５０(３０)％以上となること 

４０(２０)％以上５０％未満 １０％ポイント以上増加すること 

５０％以上５５％未満 ６０％以上となること 

５５％以上９０％未満 ５％ポイント以上増加すること 

９０％以上９５％未満 ９５％以上となること 

９５％以上 担い手への利用集積が図られること 

※( )書きは、農山漁村地域整備交付金の場合 

(2) 事業の完了時において、受益面積に占める担い手の経営等農用地のうち、集約

化要件を満たす農用地面積の割合（以下「担い手農地集約化率」という。）が、次

のとおり増加することが確実と見込まれること 

事業開始時における 

担い手農地集約化率 
事業完了時 

２３(１３)％未満 ３０(２０)％以上となること 

２３(１３)％以上３５％未満 ７％ポイント以上増加すること 

３５％以上３８.５％未満 ４２％以上となること 

３８.５％以上６３％未満 ３．５％ポイント以上増加すること 

６３％以上６６.５％未満 ６６．５％以上となること 

６６.５％以上 担い手への集約化が図られること 

             ※( )書きは、農山漁村地域整備交付金の場合 

(3) 次に定める要件を全て満たすこと 

ア 事業完了時において、所定の要件を満たす農地所有適格化法人等が育成され 

ることが確実と見込まれること 

イ 農業生産基盤整備事業等の完了時において、当該事業の受益面積に占めるア

の要件を満たす農地所有適格化法人等の経営等農用地面積の割合が 50％以上と

なることが確実と見込まれること 

３ 事業種類エの(ｲ)の 1)を行う場合は、促進計画に定める目標年度において当該事業

の受益面積に占める中心経営体の経営等農用地の面積の割合が 55(35)％以上となる

こと 

              ※( )書きは、農山漁村地域整備交付金の場合 

◆補 助 率 

 

 

 

事業種類ア、イ、ウ、オに係るもの 

国 ５０％（５５％）、道 ３２．５％、地元 １７．５％（１２．５％） 

事業種類エに係るもの 

国 ５０％（５５％）、市町村等 ５０％（４５％）（指導事業を除く） 

国 ５０％（５５％）、道    ５０％（４５％）（指導事業） 

※（ ）書きは、経営体育成型で中山間地域等に該当する地区及び中山間地域型 

◆事業主体 事業種類ア、イ、ウ、オに係るもの 

北海道 

事業種類エの(ｱ)の 1)に係るもの 

北海道 

事業種類エの(ｱ)の 2)に係るもの 

  市町村、土地改良区、農業協同組合又は農地所有適格法人等 

事業種類エの(ｲ)に係るもの 

  市町村又は土地改良区 

事業種類エの(ｳ)に係るもの 

  市町村 
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令和３年度 

予 算 額 等 

 

【補助金分（農業競争力強化農地整備事業）】       （単位：地区、千円） 

地 区 数 事 業 費 道 予 算 額 
 

国 費 道 費 地 元 

継続 137 

新規   9 
8,194,461 8,194,461 4,452,920 2,648,873 1,095,168 

農業経営高度化

支援事業 

継続 154 

新規   9 

2,486,679 1,942,929 1,941,122 1,807 

 

(543,750) 

 

 

【農山漁村地域整備交付金分】 

地 区 数 事 業 費 道 予 算 額 
 

国 費 道 費 地 元 

継続 110 2,980,310 2,980,310 1,630,000 966,977 383,333 
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《水田及び畑地の整備》 

農地中間管理機構関連農地整備事業 

（担当：水田整備係） 

【 目 的 】 

今後、高齢化の進行等に伴い、農地中間管理機構（以下「機構」という。）への農地

の貸付けが増加することが見込まれる中で、基盤整備が十分に行われていない農地に

ついては、担い手が借り受けないおそれがある 

一方、機構に農地を貸し付けた所有者は、基盤整備のための費用を負担する用意は

なく、このままでは基盤整備が滞り、結果として、担い手への農地の集積・集約化が

進まなくなる可能性がある 

このため、本事業により、機構が借り入れている農地について、農業者からの申請

によらず、都道府県が、農業者の費用負担や同意を求めない農地の大区画化等の基盤

整備を実施することで、機構による担い手への農地の集積・集約化を加速化し、豊か

で競争力ある農業の実現に資する 

 

◆事業内容 担い手への農地の集積・集約化を加速するため、機構が借り入れている農地につい

て、区画整理、農用地の造成及びこれらと密接な関連のあるものを併せて一体的に実

施する事業 

【事業種類】 

ア 農業生産基盤整備事業 

(ｱ) 区画整理事業    (ｲ) 農用地造成 

イ 農業生産基盤整備附帯事業 

(ｱ) 土壌改良事業     (ｲ) 高付加価値農業施設移転等事業 

(ｳ) 耕作放棄地解消・発生防止のための簡易な整備 

ウ 営農環境整備事業 

(ｱ) 農業集落道整備事業       (ｲ) 農業集落排水施設整備事業 

(ｳ) 農業集落防災安全施設整備事業  (ｴ) 農業集落環境管理施設整備事業 

(ｵ) 用地整備事業          (ｶ) 環境整備事業 

(ｷ) 生態系保全空間整備事業     (ｸ) 営農用水施設 

(ｹ) 農作業準備休憩施設       (ｺ) 地域資源利活用基盤 

エ 農業経営高度化支援事業 

(ｱ) 指導事業    (ｲ) 調査・調整事業 

(ｳ) 耕地利用高度化推進事業 

オ 機構集積推進事業 

◆採択基準 １ 事業対象農地の全てについて、農地中間管理権が設定されていること 

２ 事業対象農地面積：10ha 以上（中山間地域等は 5ha 以上） 

（事業対象農地を構成する各団地は 1ha 以上（中山間地域等は 0.5ha 以上）の連坦

化した農地） 

３ 農地中間管理権の設定期間が、事業計画の公告日から 15 年間以上あること 

４ 事業対象農地の 8割以上を事業完了後 5年以内に担い手に集団化 

（機構の方針として設定） 
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令和３年度 

予 算 額 等 

 

【農地中間管理機構関連農地整備事業】 

地 区 数 事 業 費 道 予 算 額 
 

国 費 道 費 地 元 

継続 5 417,400 417,400 260,875 135,655 20,870 

 

５ 

収益性要件 

集積・ 

集約化要件 

販売額 20%以上向上 生産コスト 20%以上削減 

 

集積・集約化率が 

概ね 50 ポイント以上 

増加する 

 

一 
米の生産コスト 

概ね\9,600/60kg 以下 

集積・集約化率が 

概ね 50 ポイント以上 

増加しない（※） 

 

・米の生産コスト概ね\9,600/60kg 以下 

 

もしくは 

 

・生産額（主食用米除く）に占める高収益作物の割

合が概ね 8割以上、かつ高収益作物に係る作物生

産額が概ね 10%以上向上 

または、 

同割合が概ね 5割以上となり、かつ高収益作物の

生産額が概ね 50%以上増加 

 

※集積・集約化率が既に概ね 80%以上の地区は除く（※該当地区は個別に相談） 

※狭小・不整形や排水不良等生産コストの削減等を阻害する農地が事業対象農地の

過半を占める地区 

◆補 助 率 

 

 

 

事業種類ア、イ、ウに係るもの 

国 ５０％（５５％）、道 ３２．５％、地元 １７．５％（１２．５％） 

事業種類エに係るもの 

国 ６２．５％（６２．５％）、市町村等 ３７．５％（３７．５％）（指導事業

を除く） 

国 ６２．５％（６２．５％）、道 ３７．５％（３７．５％）（指導事業） 

事業種類オに係るもの（ハード整備の事業費を対象） 

事業費の１２．５％（７．５％）：全額国費 

※（ ）書きは、中山間等 

◆事業主体 事業種類ア、イ、ウ、オに係るもの 

北海道 

事業種類エの(ｱ)の 1)に係るもの 

北海道 

事業種類エの(ｱ)の 2)に係るもの 

  市町村、土地改良区、農業協同組合又は農地所有適格法人等 

事業種類エの(ｲ)に係るもの 

  市町村又は土地改良区 
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《畑地の整備》 

水利施設等保全高度化事業（畑地帯総合整備型、畑地帯総合整備中山間地域型【担

い手育成対策】） 

（担当：畑地整備係、調整係） 

【 目 的 】 

畑作農業経営の体質強化のため、農業用用排水施設、農道及び区画整理等の基盤整

備を行うとともに経営安定等のための環境整備を一体的に行い、担い手農家の経営の

安定に資する畑地帯整備を総合的に実施する 

 

◆事業内容 １  事業種類のア農業生産基盤整備事業の(ｱ)、(ｲ)又は(ｵ)に掲げるもの 

２ 事業内容１とア農業生産基盤整備事業の事業種類(ｳ)、(ｴ)、(ｶ)、(ｷ)、及び(ｸ)、

並びにイ、ウ、エに掲げる事業のうち当該農業生産基盤整備事業と密接な関連のあ

るものとを併せて一体的に実施するもの 

【事業種類】 

ア 農業生産基盤整備事業 

(ｱ) 農業用用排水施設整備事業    (ｲ) 農道整備事業 

(ｳ) 客土事業            (ｴ) 暗渠排水事業 

(ｵ) 区画整理事業          (ｶ) 除礫 

(ｷ) 農用地造成           (ｸ) 農地保全 

イ 農業生産基盤整備附帯事業 

(ｱ) 土壌改良事業     (ｲ) 高付加価値農業施設移転等事業 

(ｳ) 交換分合       (ｴ) 耕作放棄地解消・発生防止のための簡易な整備 

ウ 営農環境整備事業 

(ｱ) 農業集落道整備事業       (ｲ) 農業集落排水施設整備事業 

(ｳ) 農業集落防災安全施設整備事業  (ｴ) 農業集落環境管理施設整備事業 

(ｵ) 用地整備事業          (ｶ) 環境整備事業 

(ｷ) 生態系保全空間整備事業     (ｸ) 営農用水施設 

(ｹ) 農作業準備休憩施設       (ｺ) 地域資源利活用基盤 

 エ 農業経営高度化支援事業 

  (ｱ) 高度土地利用調整事業 

   1) 指導事業 2) 調査・調整事業 

  (ｲ) 農業経営高度化促進事業 

    1) 中心経営体農地集積促進事業 

  (ｳ) 耕地利用高度化推進事業 

◆採択基準 １ 農業用用排水施設整備事業、農道整備事業、区画整理事業のいずれかの事業を行

うこと 

２ 受益面積の合計が１００ha 以上であること（中山間地域型は１０ha 以上） 

  ただし、樹園地にあっては、所定の要件を満たす場合、おおむね０．５ha 以上の

団地の合計面積が５ha 以上であること 

３ 調査・調整事業を実施する場合にあっては、ア又はイのいずれかの要件を満たす

こと 

  ア (ｱ)又は(ｲ)のいずれかの要件を満たすこと 

(ｱ)  事業完了時に、担い手農地利用集積率が次のとおり増加することが見込ま

れること 
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事業開始時における 

担い手農地利用集積率 
事業完了時 

２０％未満 ３０％以上となること 

２０％以上５０％未満 １０％ポイント以上増加すること 

５０％以上５５％未満 ６０％以上となること 

５５％以上９０％未満 ５％ポイント以上増加すること 

９０％以上９５％未満 ９５％以上となること 

９５％以上 担い手への集約化が図られること 

(ｲ)  事業の完了時において、次のいずれかを満たすことが確実と見込まれるこ

と 

① 事業実施地区において、認定農業者数の全農家戸数に占める割合が、 

当該地区に係る市町村、農業協同組合、農業委員会等の関係機関団体が 

協議して定める担い手の育成・確保に係る目標以上となること 

② 事業実施地区において、認定農業者数が事業開始時に比べ 30％以上増 

加すること 

  イ 担い手に農地所有適格法人を除く法人を位置づけた場合にあっては、当該法

人に係る農地集積率が 30％以上となること 

４ 中心経営体農地集積促進事業を実施する場合には、活性化計画に定める目標年度

において中心経営体集積率が 55(35)％以上となること 

※（ ）書きは、農山漁村地域整備交付金の場合 

◆補 助 率 事業内容のア、イ、ウに係るもの 

 国 ５２％（５５％）、道 ２８％、地元 ２０％（１７％） 

事業内容のエに係るもの 

 国 ５２％（５５％）、市町村等 ４８％（４５％）（指導事業を除く） 

国 ５２％（５５％）、道    ４８％（５５％）（指導事業） 

※（ ）書きは、中山間地域型 

◆事業主体 事業内容のア、イ、ウに係るもの 

北海道 

 事業内容のエの(ｱ)の 1)に係るもの 

北海道 

事業内容のエの(ｱ)の 2)に係るもの 

  市町村、土地改良区、農協又は農地所有適格法人等 

事業内容のエの(ｲ)に係るもの 

  市町村又は土地改良区 

事業内容のエの(ｳ)に係るもの 

  市町村 

 

 

令和３年度 

予 算 額 等 

【補助金分（水利施設等保全高度化事業）】        （単位：地区、千円）  

区  分 地区数 事 業 費 道 予 算 額 
 

国 費 道 費 地 元 

担い手育成対策 
継続 75 

新規 8 
5,484,781 5,484,781 2,928,364 1,495,197 1,061,220 

農業経営高度化支

援事業 

継続 75 

新規 8 
658,347 658,347 657,704 643 (657,061) 
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【農山漁村地域整備交付金分】 

区  分 地区数 事 業 費 道予算額 
 

国 費 道 費 地 元 

担い手育成対策 継続82 4,520,954 4,520,954 2,429,650 1,273,544 837,760 
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《畑地の整備》 

水利施設等保全高度化事業（畑地帯総合整備型、畑地帯総合整備中山間地域型【担

い手支援対策】） 

（担当：畑地整備係） 

【 目 的 】 

畑地帯における担い手の体質強化のため、経営規模拡大が相当進展した担い手を支

援することを目的に、担い手の生産合理化に必要な生産基盤整備及び集落環境整備を

総合的に行い、もって畑作物の生産の振興及び担い手農家の経営の安定を図る 

 

◆事業内容 １  事業種類のア農業生産基盤整備事業の(ｱ)、(ｲ)又は(ｵ)に掲げるもの 

２ 事業内容１とア農業生産基盤整備事業の事業種類(ｳ)、(ｴ)、(ｶ)、(ｷ)、及び(ｸ)、

並びにイ、ウに掲げる事業のうち当該農業生産基盤整備事業と密接な関連のあるも

のとを併せて一体的に実施するもの 

事業種類 

ア 農業生産基盤整備事業 

(ｱ) 農業用用排水施設整備事業    (ｲ) 農道整備事業 

(ｳ) 客土事業            (ｴ) 暗渠排水事業 

(ｵ) 区画整理事業          (ｶ) 除礫 

(ｷ) 農用地造成           (ｸ) 農地保全 

イ 農業生産基盤整備附帯事業 

(ｱ) 土壌改良事業      (ｲ) 高付加価値農業施設移転等事業 

(ｳ) 交換分合        (ｴ) 耕作放棄地解消・発生防止のための簡易な整備 

ウ 営農環境整備事業 

(ｱ) 農業集落道整備事業       (ｲ) 農業集落排水施設整備事業 

(ｳ) 農業集落防災安全施設整備事業  (ｴ) 農業集落環境管理施設整備事業 

(ｵ) 用地整備事業          (ｶ) 環境整備事業 

(ｷ) 生態系保全空間整備事業     (ｸ) 営農用水施設整備事業 

(ｹ) 農作業準備休憩施設整備事業   (ｺ) 地域資源利活用基盤整備事業 

◆採択基準 １ 農業用用排水施設整備事業、農道整備事業、区画整理事業のいずれかの事業を行

うこと（施設整備事業、土層改良事業及び営農用水事業は単独施工も可） 

２ 受益面積の合計が３０ha 以上であること 

  ただし、樹園地にあっては、都道府県知事が地区事情等を十分検討した結果、畑

地帯担い手支援型で実施することがやむを得ないと判断したものについては、おお

むね５ha 以上の団地の合計面積が１０ha 以上であることとする 

３ 当該市町村において畑地帯の担い手を強化するための整備計画が樹立されている

こと 

４ 担い手農家戸数が受益農家戸数に占める割合又は担い手農家の経営面積が受益面

積に占める割合が１０％以上 

５ 原則３戸以上の担い手が存在すること（担い手が農業生産法人等の場合は除く） 

（上記２～５にあっては単独営農用水事業に適用されない） 

【単独営農用水】 

・受益農家が２０戸以上又は飼料作物の作付面積が１５０ha 以上であること等 

【単独土層改良】 

・畑作物の生産を振興すべき地域であること 

・作物の生育･農作業の能率を著しく阻害する不良土層が受益面積のおおむね５割

以上を占めること 
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【単独施設整備】 

・国営及び道営土地改良事業で造成された畑地かんがい施設を対象とするもので

あること 

・総事業費３，５００万円以上であること 

・畑作物の生産を振興すべき地域であること 

◆補 助 率 一    般 国 ５２％、道 ２８％、  地元２０％ 

単独営農用水 国 ４５％、道 ２７．５％、地元２７．５％ 

単独土層改良 国 ５２％、道 ２８％、  地元２０％ 

単独施設整備 国 ５２％、道 ２８％、  地元２０％ 

◆事業主体 北海道 

 

 

令和３年度 

予 算 額 等 

【補助金分（水利施設等保全高度化事業）】        （単位：地区、千円）  

区  分 地区数 事 業 費 道予算額 
 

国 費 道 費 地 元 

担い手支援対策 

(単独営農用水) 

継続 19 

新規 3 
1,060,000 1,060,000 477,000 291,500 291,500 

 

 

 

 

農山漁村地域整備交付金分                        （単位：地区、千円） 

区  分 地区数 事 業 費 道予算額 
 

国 費 道 費 地 元 

担い手支援対策 

 (単独営農用水) 

継続 19 

新規 3 
852,000 852,000 383,400 234,300 234,300 
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水利施設等保全高度化事業（高収益作物転換型） 

（担当：畑地整備係、調整係） 

【 目 的 】 
米中心の営農体系から高収益作物を導入した営農体系への転換に必要な水田の畑地

化・汎用化等の整備を総合的に実施する 

 

◆事業内容 １  事業種類のア農業生産基盤整備事業の(ｱ)、(ｳ)、(ｴ)及び(ｵ)に掲げるもの 

２ 事業内容１とア農業生産基盤整備事業の事業種類(ｲ)、(ｶ)、(ｷ)及び(ｸ)、並びに

イ農業生産基盤整備附帯事業の事業種類(ｱ)及び(ｴ)、並びにウに掲げる事業のうち

当該農業生産基盤整備事業と密接な関連のあるものとを併せて一体的に実施するも

の 

【事業種類】 

ア 農業生産基盤整備事業 

(ｱ) 農業用用排水施設整備事業    (ｲ) 農道整備事業 

(ｳ) 客土事業            (ｴ) 暗渠排水事業 

(ｵ) 区画整理事業          (ｶ) 除礫 

(ｷ) 農用地造成           (ｸ) 農地保全 

イ 農業生産基盤整備附帯事業 

(ｱ) 土壌改良事業     (ｲ) 高付加価値農業施設移転等事業 

(ｳ) 交換分合       (ｴ) 耕作放棄地解消・発生防止のための簡易な整備 

 ウ 農業経営高度化支援事業 

  (ｱ) 高度土地利用調整事業 

   1) 指導事業 2) 調査・調整事業 

  (ｲ) 農業経営高度化促進事業 

   1) 産地形成支援事業 

  (ｳ) 耕地利用高度化推進事業 

◆採択基準 １ それぞれおおむね１ha（0.5ha）以上の水田の団地面積の合計がおおむね５ヘクタ

ール以上。 

２ 産地推進計画に本事業の実施が位置づけられていること 

３ 導入促進整備計画に定める目標年度において、高収益作物の作付面積が、生産基

盤整備事業の開始時に比べ次のとおり増加すること 

  ア 水田の受益面積における高収益作物の作付面積割合が５割以上となること。

ただし、受益作付面積割合は以下により算出する。 

   受益作付面積割合=高収益作物を作付する水田面積÷受益面積のうち水田面積 

  イ 受益作付面積割合が 10％以上増加すること。 

４ 高収益作物は基幹作として作付けすること。ただしローテーションや２年３作等

の営農体系により高収益作物へ転換を図る場合においては、高収益作物が営農体系

の中心となっていることを確認すること。 

※（ ）書きは、中山間地域等 

◆補 助 率 事業内容のア、イに係るもの 

 国 ５０％（５５％）、道 ３３．５（３３）％、地元 １６．５％（１２％） 

事業内容のウに係るもの 

 国 ５０％（５５％）、市町村等 ５０％（４５％）（指導事業を除く） 

国 ５０％（５５％）、道    ５０％（４５％）（指導事業） 

※（ ）書きは、中山間地域等 
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◆事業主体 事業内容のア、イに係るもの 

北海道 

 事業内容のウの(ｱ)の 1)に係るもの 

北海道 

事業内容のウの(ｱ)の 2)に係るもの 

  市町村、土地改良区、農協又は農地所有適格法人等 

事業内容のウの(ｲ)に係るもの 

  市町村又は土地改良区 

事業内容のウの(ｳ)に係るもの 

  市町村 

 

 

令和３年度 

予 算 額 等 

【補助金分（水利施設等保全高度化事業）】        （単位：地区、千円）  

区  分 地区数 事 業 費 道 予 算 額 
 

国 費 道 費 地 元 

高収益作物 

転換型 
継続 1  77,000 77,000 43,890 22,840 7,700 

農業経営高度

化支援事業 
継続 1  20 20 11 9 0 
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《水田、畑地及びかんがい排水の整備》 

水利施設等保全高度化事業（水利施設整備事業【農地集積促進型】） 

（担当：畑地整備係、調整係） 

【 目 的 】 

環境との調和にも配慮しつつ、パイプライン化や ICT 等による水管理の省力化を図

るとともに、老朽化した農業水利施設の機能診断や補修による農業水利施設の長寿命

化や安全性の向上を図り、もって、生産効率の向上及び競争力ある「攻めの農業」の

実現に資する 

 

◆事業内容 １ 農業生産基盤整備事業 

水管理の省力化のための農業用用排水施設の整備等を行うことにより、担い手へ

の農地集積・集約を促進するため、下記の事業を実施するもの 

 (1) 用排水施設整備事業を実施するもの 

 (2) 用排水施設整備事業と暗渠排水事業、客土事業又は区画整理事業を併せて一体

的に実施するもの 

２ 農業経営高度化支援事業 

 次に掲げる(1)、(2)又は(3)の事業を実施するもの（農業用用排水施設整備事業と関

連して行うものに限る） 

 (1) 高度土地利用調整事業（ア 指導事業 イ 調査・調整事業） 

 (2) 中心経営体農地集積促進事業 

 (3) 耕地利用高度化推進事業 

◆採択基準 (1) 農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域内において実施されるも

のであること。ただし、農用地区域以外の区域内において事業を実施する必要が

ある場合は、必要な限度において、当該農用地区域外の区域を対象とすることが

できるものとする 

(2) 受益面積の合計がおおむね 20ha 以上であること 

(3) 農業用用排水施設の整備と担い手への農地集積の一体的な推進に係る集積地域

整備計画を策定していること 

 (4) 事業内容の１の事業の完了時において、担い手農地利用集積率が、事業開始時

に比べ次のとおり増加することが確実に見込まれること。 

・ 事業開始時における担い手農地利用集積率が 40％未満である場合にあっては，

これが 50％以上となること。 

・ 事業開始時における担い手農地利用集積率が 40％以上 50％未満である場合にあ 

っては，これが 10 パーセントポイント以上増加すること。 

・ 事業開始時における担い手農地利用集積率が 50％以上 55％未満である場合にあ

っては，これが 60％以上となること。 

・ 事業開始時における担い手農地利用集積率が 55％以上 90％未満である場合にあ

っては，これが５パーセントポイント以上増加すること。 

・ 事業開始時における担い手農地利用集積率が 90％以上 95％未満である場合にあ

っては，これが 95％以上となること。 

・ 事業開始時における担い手農地利用集積率が 95％以上である場合にあっては，

事業の実施により，これらの担い手への利用集積が図られること。 

 (5) 中心経営体農地集積促進事業を実施する場合にあっては、集積地域整備計画に

定める目標年度において中心経営体集積率が 55％以上となること。 
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◆補 助 率 

 

事業内容１ 

国 ５０（５５）％、道３２．５％、地元１７．５（１２．５）％ 

事業種類２ 

国 ５０（５５）％、市町村等 ５０（４５）％ [指導事業を除く] 

国 ５０（５５）％、道    ５０（４５）％ [指導事業] 

※（ ）書きは、中山間地域等 

◆事業主体 事業内容１ 

 北海道 

事業内容２ 

 (1)のアに掲げる事業   北海道 

 (1)のイに掲げる事業   市町村、土地改良区又は農業協同組合 

 (2)及び(3)に掲げる事業 市町村又は土地改良区 

 

 

令和３年度 

予 算 額 等 

 

【水利施設等保全高度化事業（水利施設整備事業：農地集積促進型）】   

（単位：地区、千円） 

区  分 地区数 事 業 費 道 予 算 額 
 

国 費 道 費 地 元 

農業水利施設

等整備事業 

継続 8 

新規 4 
1,222,980 1,222,980 670,110 397,469 155,401 

農業経営高度

化支援事業 

継続 6 

新規 2 
63,577 35,048 34,929 119  (28,529) 
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《かんがい排水の整備》 

水利施設等保全高度化事業（水利施設整備事業【基幹水利施設整備型】） 

（担当：畑地整備係） 

【 目 的 】 
水利用の安定と合理化及び農産物の品質向上と農業生産の安定化を図るため、農業

用用排水施設等の整備を実施する 

 

◆事業内容 農業用用排水施設の新設、廃止又は変更 

◆採択基準 次のいずれかの要件を満たすとともに、既存の基幹的農業水利施設の改修を実施す

る場合にあっては、当該施設の機能保全計画が策定されていること。 

１ 農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であって、受益面積が概ね２００ha 以上

であり、かつ、末端支配面積が概ね１００ha 以上のもの 

２ 畑地を受益地とする農業用用排水施設の新設又は変更であって、受益面積が概ね

１００ha 以上であり、かつ、末端支配面積が概ね２０ha 以上のもの 

３ ダム又は頭首工等の基幹工事の施工に係る国営事業に附帯して行う国営事業施行

部分に接続する農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であって、末端支配面積が

概ね１００ha 以上のものの受益面積の合計が概ね２００ha 以上のもの 

４ ダム又は頭首工等の基幹工事の施行に係る国営事業に附帯して行うものであっ

て、国営事業施行部分に接続する畑地を受益地とする農業用用排水施設の新設、廃

止又は変更であって、末端支配面積が概ね２０ha のものの受益面積の合計が概ね１

００ha 以上のもの 

５ 畑地を受益地とする農業用用排水施設の系統的自動化又は系統的多目的利用を行

うために必要な水管理改良施設を伴う農業用用排水施設の新設又は変更であって、

受益面積が概ね１００ha以上のもの 

６ 河川に設置されている取水施設が河川における土砂の採取、ダムの設置等の人為

的要因に伴う河床の変動、流心の移動等によりその取水機能に障害が生じている場

合において、これを回復させるために必要な改良又は当該施設に代わるべき施設の

新設であって、受益面積が概ね２００ha 以上で、これに要する費用が概ね５千万円

以上のもの 

◆補 助 率 国 ５０％、道 ２７．５｛３１｝％、地元 ２２．５｛１９｝％ 

※｛ ｝書きは、更新事業に適用 

◆事業主体 北海道 

 

令和３年度 

予 算 額 等 

【補助金分（水利施設等保全高度化事業）】         （単位：地区、千円） 

地 区 数 
事 業 費 

(道予算額) 

 

国 費 道 費 地 元 

継続 7 

新規 1 
469,000 234,500 145,390 89,110 

 

【農山漁村地域整備交付金分】 

地 区 数 
事 業 費 

(道予算額) 

 

国 費 道 費 地 元 

継続 2 544,000 270,500 167,710 105,790 
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《かんがい排水の整備》 

水利施設等保全高度化事業（水利施設整備事業【基幹水利施設保全型】） 

（担当：畑地整備係） 

【 目 的 】 
 国営・道営土地改良事業により造成された農業水利施設について、機能保全計画に

基づく対策工事を実施する 

 

◆事業内容 国営・道営土地改良事業により造成された農業用用排水施設等に関する次の事業 

１ 機能保全計画の策定 

２ 機能保全計画等に基づく対策工事の実施 

３ 不測の事態に対する機能回復を行う緊急補修工事の実施 

◆採択基準 １ 既存施設を有効活用すると認められる場合であって、施設機能の向上を主な目的

としないものであること 

２ 事業内容１の対象となる道施設は、道が作成する実施方針に位置づけられたもの

とする 

３ 事業内容２については、機能診断に基づく機能保全計画等が策定されていること 

４ 事業内容２を道営事業として実施する場合は、地域の農業用用排水施設の体系に

おいて重要な機能を担う施設であって、末端支配面積が１００ha（田以外は２０ha）

以上のものであること 

５ 道営土地改良事業により造成された農業用用排水施設について事業内容３を実施

するときは、採択基準２により知事が選定した施設であること 

◆補 助 率 国 ５０％、道 ３１％、地元 １９％ 

◆事業主体 北海道 

 

 

 

令和３年度 

予 算 額 等 

【補助金分（水利施設等保全高度化事業）】        （単位：地区、千円） 

地 区 数 
事 業 費 

(道予算額) 

 

国 費 道 費 地 元 

継続 11 

新規 5 
611,000 305,500 189,410 116,090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅳ 主要事業の概要 

 

22 

 

《かんがい排水の整備》 

諸土地改良事業（畑地かんがい推進モデルほ場設置事業） 

（担当：畑地整備係） 

【 目 的 】 

近年における農産物需要構造の変化、特に畑作物に対する需要の少量多品目化、高

品質化等に対応しつつ地域農業の振興を図るためには、畑地の整備、特に畑地かんが

い施設の整備が緊急の課題であることから、国営かんがい排水事業等の各種事業によ

り施設の整備を推進するとともに、併せて水利用技術、作物栽培管理技術等の確立と

その普及を図っていくことが必要である 

このため、基幹かんがい施設の整備の進捗に合わせた末端施設整備の円滑な推進と

多様化・高度化した水利用技術等の確立による事業効果の早期発現に資することを目

的とする 

 

◆事業内容 ア モデルほ場設置 

農業用用排水施設、整地工、農道、土層改良、暗渠排水等の新設、廃止又は変更 

イ かんがい技術試験 

土壌水分測定、気象観測等の調査測定用器具の設置及び調査測定試験 

◆採択基準 １ 国営かんがい排水事業の受益地内の地域であること 

２ 畑地かんがい技術の確立及びその啓蒙普及のモデルとなりうる地域であること 

◆補 助 率 国 ５０％、道 ５０％ 

◆事業主体 北海道 

 

 

令和３年度 

予 算 額 等 

【補助金分（諸土地改良事業）】              （単位：地区、千円） 

地 区 数 
事 業 費 

(道予算額) 

 

国 費 道 費 

継続 6 250,000 125,000 125,000 
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《かんがい排水の整備》 

地域用水環境整備事業 

（担当：畑地整備係） 

【 目 的 】 

国営、道営事業で造成された農業水利施設（頭首工・落差工等）が魚類の移動を妨

げ、河川の生態系に影響を及ぼしていることから、障害となっている農業水利施設に

魚道を設置し、自然生態系の保全を図る 

また、農業水利施設の包蔵水力を活用した小水力発電のための施設整備を行う 

 

◆事業内容 １ 魚道の整備 

２ 小水力発電施設の新設･更新 

◆採択基準 事業内容１ 

(1) 魚道が未整備等のため、常時一定の放流量を確保することが困難な施設 

(2) 河川の流水による魚道の損傷等により、魚族の遡上の障害となっている施設また

は常時一定の放流量を確保することが困難な施設 

(3) 水産庁（都道府県の水産部局を含む）、河川管理者、流域内の利水者協議会等か

らの魚道の整備を要請されている施設 

(4) 前後一連の区間の魚道が整備され、又は予定されていて、当該施設の魚道が整備

されていないため、魚類の遡上の障害となっているもの 

事業内容２ 

(1) 次に掲げる施設を対象に電力を供給する小水力発電施設であること。 

ア 土地改良施設等であって土地改良区等が管理する施設 

イ 農業農村振興に資する公的施設 

(2) 事業により整備した施設の適正な維持管理が行われること 

(3) 小水力発電施設を設置した場合の経済性を検討することが適当と認められるこ

と 

◆補 助 率 事業内容１ 

 国 ５０％、道 ５０％ 

事業内容２ 

 国 ５０％、道 ２５％、地元 ２５％ 

◆事業主体 北海道 

 

 

令和３年度 

予 算 額 等 

【農山漁村地域整備交付金分】              （単位：地区、千円） 

地 区 数 
事 業 費 

(道予算額) 

 

国 費 道 費 地 元 

継続 3 1,187,000 593,500 62,500 531,000 
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《水田、畑地、かんがい排水及び草地等の整備》 

農業基盤整備促進事業 

（担当：水田整備係） 

【 目 的 】 

我が国の農業は、農業従事者の減少や高齢化、農業所得の減少等、大変厳しい状況

にある。このような状況の中、我が国の食料自給率の向上を図るとともに、農業の有

する多面的機能が将来にわたって発揮されるためには、担い手への農地集積の加速化

や農業の高付加価値化の推進等により、競争力ある「攻めの農業」を展開し、意欲あ

る農業者が農業を継続できる環境を整えることが必要である 

このためには、農地の区画狭小、排水不良、農業用水の不足等地域が有する課題の

解決に向け、地域の実情に応じ、水田の畦畔除去による区画拡大や暗渠排水整備等の

基盤整備を、農業者の自立施工等も活用しつつ、行うことが有効である 

このため、本事業により地域の実情に応じた迅速かつきめ細やかな農地・農業水利

施設等の整備を実施し、生産効率の向上を図り、もって農業競争力の強化を図る 

 

◆事業内容 ア 定率助成 

 (ｱ)農業用用排水施設 (ｲ)暗渠排水 (ｳ)土層改良 

(ｴ)区画整理 (ｵ)農作業道 (ｶ)農用地の保全 (ｷ)調査・調整 

イ 定額助成 

  (ｱ)田の区画拡大 (ｲ)畑の区画拡大 (ｳ)暗渠排水 (ｴ)湧水処理 

  (ｵ)末端畑地かんがい施設 (ｶ)客土 (ｷ)除礫 

◆採択基準 １ 事業実施主体が農業基盤整備計画を策定していること 

２ １地区当たりの事業費の合計が 200 万円以上となること 

３ １地区当たりの受益者数が、農業者２者以上であること 

４ １地区当たりの受益面積が、5ha 以上であること 

◆補 助 率 ア 定率助成 

  事業内容のアの(ｱ)(営農用水)、(ｲ)、(ｳ)、(ｴ)、(ｵ)、(ｶ)、(ｷ)に係るもの 

 国 50(55)％、地元 50(45)％ 

事業内容のアの(ｱ)(営農用水を除く)に係るもの 

  国 55(55)％、道 14％、地元 36(31)％ 

※（ ）書きは、中山間地域等 

イ 定額助成 

  事業内容のイに係るもの 

  国～定額 

◆事業主体 北海道、市町村、土地改良区、農業協同組合その他の農業者等の組織する団体 

 

 

令和３年度 

予 算 額 等 

 

【補助金分（農業競争力強化農地整備事業）】             （単位：地区、千円） 

地 区 数 事 業 費 道 予 算 額 
 

国 費 道 費 地 元 

継続 3 101,750 56,824 56,824  (44,926) 
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《水田、畑地、かんがい排水及び草地等の整備》 

農地耕作条件改善事業 

（担当：水田整備係） 

【 目 的 】 

我が国農業の競争力を強化するためには、農地の大区画化・汎用化等の基盤整備を

行い、農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化を推進することが重要で

あり、既に区画が整備されている農地の畦畔除去等による区画拡大や暗渠排水整備に

ついて、農業者の自力施工も活用し、安価かつ迅速に推進するなど、耕作条件の改善

を機動的に進めることが必要である 

このため、本事業により地域の実情に応じた迅速かつきめ細かな農地・農業水利施

設の整備等を実施し、生産効率の向上を図り、農業競争力の強化を図る 

 

◆事業内容 ア 定率助成 

 (ｱ)農業用用排水施設 (ｲ)暗渠排水 (ｳ)土層改良 

(ｴ)区画整理 (ｵ)農作業道等 (ｶ)農用地の保全 (ｷ)営農環境整備支援 

(ｸ)スマート農業導入支援 

イ 定額助成 

  (ｱ)田の区画拡大 (ｲ)畑の区画拡大 (ｳ)暗渠排水 (ｴ)湧水処理 

  (ｵ)末端畑地かんがい施設 (ｶ)客土 (ｷ)除礫 (ｸ)更新整備 

◆採択基準 １ 事業実施主体が農地耕作条件改善計画を策定していること 

２ １地区当たりの事業費の合計が２００万円以上であること 

３ １地区当たりの受益者数が、農業者２者以上であること 

◆補 助 率 ア 定率助成 

  事業内容のアの(ｱ)(営農用水)、(ｲ)、(ｳ)、(ｴ)、(ｵ)、(ｶ)、(ｷ)、(ｸ)に係るもの 

国 50(55)％、地元 50(45)％ 

 事業内容のアの(ｱ)(営農用水を除く)に係るもの 

  国 55(55)％、道 14％、地元 36(31)％ 

※（ ）書きは、中山間等 

イ 定額助成 

 事業内容のイに係るもの 

国～定額 

◆事業主体 農地中間管理機構、北海道、市町村、土地改良区、農業協同組合その他の農業者等

の組織する団体、農業法人その他の団体 

 

 

令和３年度 

予 算 額 等 

 

【農地耕作条件改善事業交付金分】                  （単位：地区、千円） 

地 区 数 事 業 費 道予算額 
 

国 費 道 費 地 元 

継続 52 

新規 24 
4,423,280  2,739,554 2,603,612 135,942 (1,683,726) 
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《草地等の整備》 

草地畜産基盤整備事業（草地整備型【道営草地整備事業】） 

（担当：草地整備係） 

【 目 的 】 

既存草地の整備改良による生産性の向上と効率的な草地への転換を行い、担い手を

中心とした土地利用型畜産体系の確立を図るため、地域における草地、その他の畜産

基盤を総合的に整備する 

 

◆事業内容 ○基本施設整備事業 

ア 草地整備改良 

草地整備改良、道路整備、用排水施設整備、雑用水施設整備 

イ 関連草地造成改良 

草地造成改良、道路整備、用排水施設整備、雑用水施設整備 

ウ 草地等の基盤整備改良 

牧野樹林整備、家畜排せつ物還元用農用地造成・整備、鳥獣被害防止施設整備 

○利用施設整備事業  

ア 農業用施設整備 

隔障物整備、電気導入施設整備 

◆採択基準 (1)当該事業により整備改良又は造成改良される草地及び事業完了後における受益

草地（受益する草地並びにこれと一体的に利用される飼料畑及び輪作畑（輪作体

系の中で牧草又は飼料作物を作付ける計画のある土地であって、草地、飼料畑以

外のものに限る。）をいう。）の面積がおおむね 500ha 以上であること。ただし、

中山間地域において当該事業を実施する場合はおおむね 250ha 以上であること 

(2)事業完了時における事業参加者に占める担い手の割合が、おおむね１/２以上で

あること（ただし、農山漁村地域整備交付金については、おおむね１/３以上） 

(3)受益草地が事業完了後において、大型機械の効率的な稼動が可能となるようにま

とまって存在していること 

◆補 助 率 計画策定費：国 ５０％、道 ５０％ 

実施事業費：国 ５０％、道 ２５％、地元 ２５％ 

◆事業主体 北海道 

 

 

令和３年度 

予 算 額 等 

【補助金分（農業競争力強化農地整備事業）】               （単位：地区、千円） 

地 区 数 
事 業 費 

(道予算額) 

 

国 費 道 費 地 元 

継続 19 

新規  6 

計策  6 

1,494,000 747,000 388,250 358,750 
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《草地等の整備》 

草地畜産基盤整備事業（草地整備型【公共牧場整備事業】） 

（担当：草地整備係） 

【 目 的 】 

各々の公共牧場の役割を明確にした上で、それに対応した草地整備や利用施設の整

備・改良を行い、利用農家の経営の改善を図るとともに、周辺農家の草地等を一体的

に整備することで、公共牧場を核とした地区全体の土地利用型畜産体系の確立を図る 

 

◆事業内容 ○基本施設整備事業 

ア 草地整備改良 

草地整備改良、道路整備、用排水施設整備、雑用水施設整備 

イ 関連草地造成改良 

草地造成改良、道路整備、用排水施設整備、雑用水施設整備 

ウ 草地等の基盤整備改良 

野草地整備改良、牧野樹林整備、防災施設整備、施設用地造成整備、鳥獣被害

防止施設整備 

○利用施設整備事業  

ア 農業用施設整備 

隔障物整備、家畜保護施設整備、電気導入施設整備、用排水施設整備、雑用水

施設整備、飼料調製貯蔵施設整備、家畜排せつ物処理施設整備、衛生管理施設

整備、放牧馴致施設整備、防護柵整備、環境保全施設整備 

イ 農機具等導入 

牧場用機械施設整備 

◆採択基準 (1)地区内における公共牧場の既存草地面積が 250ha 以上（中山間地域にあっては

125ha 以上）であること 

(2)地区内における公共牧場を建設した事業の完成年度から起算して5年以上経過し

ていること 

(3)地区の事業完了後の受益面積が 300ha 以上（中山間地域にあっては 150ha 以上）

となること 

◆補 助 率 計画策定費 国 ５０％、道 ５０％ 

計画樹立費 道 ５０％、地元 ５０％ 

実施事業費 国 ５０％、道 ２５％、地元 ２５％ 

◆事業主体 北海道 

 

 

令和３年度 

予 算 額 等 

【補助金分（農業競争力強化農地整備事業）】        （単位：地区、千円） 

地 区 数 
事 業 費 

(道予算額) 

 

国 費 道 費 地 元 

継続 16 

新規  1 

計策  2 

2,182,000 1,151,000 580,500 570,500 

【農山漁村地域整備交付金】               （単位：地区、千円） 

地 区 数 
事 業 費 

(道予算額) 

 

国 費 道 費 地 元 

継続 2 120,000 60,000 30,000 30,000 
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《草地等の整備》 

草地畜産基盤整備事業（畜産担い手育成総合整備型【再編整備事業】） 

（担当：草地整備係） 

【 目 的 】 

酪農及び肉用牛等の大家畜生産における飼料自給率の向上を図るため、畜産経営の

法人化及び協業化、後継者への経営継承等を契機とした、担い手への土地利用集積の

加速的推進による規模拡大の実現や地域内の土地資源を新たに飼料生産基盤に活用す

ることにより、畜産生産地の再編整備を積極的に推進する 

 

◆事業内容 ア 基本施設整備事業 

草地（輪作体系等で飼料基盤としての利用地含む。）整備改良、草地（飼料畑含

む。）造成改良、道路整備、用排水施設整備、雑用水施設整備、野草地整備改良、

放牧用林地整備、牧野樹林整備、家畜排せつ物還元用農用地造成・整備、水質

汚染防止基盤整備、防災施設整備、施設用地造成整備、※鳥獣被害防止施設整

備 

イ 利用施設整備事業 

隔障物整備、家畜保護施設整備、電気導入施設整備、用排水施設整備、雑用水

施設整備、飼料調製貯蔵施設整備、飼肥料庫整備、家畜排せつ物処理施設整備、

水質汚染防止施設整備、間伐材加工処理施設整備、衛生管理施設整備、放牧馴

致施設整備、牧場用機械施設整備、農具庫整備、燃料庫整備 

※ ２１年度以前に事業実施計画を承認している地区に限る 

◆採択基準 １ 事業完了後の受益面積が、農業競争力強化農地整備事業実施地区においてはおお

むね２００ha（中山間地域はおおむね１００ha）以上、農山漁村地域整備交付金事

業実施地区においてはおおむね３０ha（中山間地域はおおむね１５ha）以上となる

こと 

２ 事業参加者がおおむね１０人（中山間地域については５人）以上であること 

３ 家畜飼養頭羽数（豚換算頭数）がおおむね２，０００頭（中山間地域については

１，０００頭）以上の地区であって、事業完了後においておおむね３，０００頭（中

山間地域については１，５００頭）以上に増頭することが確実と見込まれること 

４ 事業完了後の地区において担い手に係る畜産物生産がおおむね２分の１以上であ

ること 

◆補 助 率 ① 計画策定 

   国 ５０％、道 ５０％ 

② 草地整備改良工種及び草地造成改良工種 

   国 ５０％、道 １４％、地元 ３６％ 

③ その他の工種 

   国 ５０％、地元 ５０％                        

◆事業主体 （公財）北海道農業公社 

 ※計画策定は北海道 

 

令和３年度 

予 算 額 等 

【補助金分（農業競争力強化農地整備事業）】         （単位：地区、千円） 

地 区 数 事 業 費 道予算額 
 

国 費 道 費 地 元 

継続 12 

新規  9 

計策 11 

2,168,000 1,371,180 1,084,000 287,180 (796,820) 
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《畜産施設等の整備》 

畜産環境総合整備事業（資源リサイクル事業） 

（担当：草地整備係） 

【 目 的 】 

畜産経営に起因する環境汚染の防止と畜産経営の合理化を促進するため、基本施設

整備事業、利用施設整備事業及び家畜排せつ物処理施設の機能保全(ストックマネジメ

ント)事業を行う事業 

 

◆事業内容 ア 事業実施計画策定事業 

イ 基本施設整備事業 

草地造成改良、草地整備改良、家畜排せつ物土地還元施設整備、水質汚染防止基

盤整備、畜産施設用地造成整備、道路整備、用排水施設整備、隔障物整備、移転

跡地の復元整備、周辺環境基盤整備 

ウ 利用施設整備事業 

  家畜排せつ物処理施設整備、地域有機質残さ等一体高度処理施設整備、エネルギ

ー等副産物利用処理施設整備、家畜排せつ物燃焼処理施設整備、地域有機質残さ

飼料化施設整備、水質汚染防止施設整備、バイオ燃料生産・活用農業用機械施設

整備、たい肥土壌等分析施設整備、水分調整資材収集製造施設整備、サイレ－ジ

用ラップ廃棄物処理施設整備、電気導入施設整備、その他施設整備、ストックマ

ネジメント事業 

 

◆採択基準 １ 将来にわたり畜産主産地としての発展が見込まれる地域であって、畜産経営の発

展と地域住民の生活環境の保全を図るため、環境汚染防止対策及び生活環境改善対

策を緊急に実施する必要があること。 

２ 事業実施計画が、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」に

基づき家畜排せつ物の利用の促進が図られるものであること。 

３ 事業参加資格者の家畜飼養頭羽数が、肥育豚換算頭数でおおむね1,000頭（環境負

荷脆弱地域は、おおむね500頭）以上。 

４ 事業参加資格者のうち、養畜の業務を営む者が原則３人（環境負荷脆弱地域、か

つ、農地所有適確法人等で共同経営の実態を有するものにあっては１法人）以上。 

５ 基本施設整備事業及び利用施設整備事業に係る受益面積が、おおむね10ha（環境

負荷脆弱地域は除く。事業参加者のうち、養畜の業務を営む者の過半数が経営を移

転しない場合は、おおむね５ha）以上。 

６ 整備される施設の管理が適正に行われるものと認められること。 

７ 家畜排泄物処理施設のストックマネジメントを実施する場合は、(1)から(6)の要

件を満たし、かつ、次の要件のすべてを満たしていること。 

 a 地方公共団体、農業協同組合等が所有しており、地域において重要な機能を担う

施設であること。 

 b 老朽化により施設の機能低下が認められること。 

 c 既存施設を有効活用すると認められる場合であって、施設機能向上を主な目的と

しないものであること。 

 d  都道府県により施設保全対策実施方針が策定されていること。 

 e 機能保全計画を策定し、それに基づく機能保全対策を実施すること。 
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◆補 助 率 ① 計画策定 

   国 ５０％、道 ５０％ 

② 基本施設整備事業 

   国 ５０％、地元 ５０％ 

③ 利用施設整備事業 

   国 ５０％・(５５％)・１／３、地元 ５０％、(４５％)、２／３ 

  ※( )：利用施設整備のうち、畜産高密度地域かつ環境負荷脆弱地域においてエ

ネルギ－等副産物利用施設、家畜排せつ物燃焼処理施設、バイオ燃料生産・活

用農業機械施設整備を実施する際に適用する補助率。 

  ※国１／３・地元２／３：利用施設整備事業のうち、その他施設整備に適用する

補助率。 

 

◆事業主体 （公財）北海道農業公社 

 ※計画策定は北海道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 

予 算 額 等 

【補助金分（農山漁村地域整備交付金事業）】         （単位：地区、千円） 

地 区 数 事 業 費 道予算額 
 

国 費 道 費 地 元 

継続  0 

新規  1 

計策  0 

20,000  10,000  10,000 
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《農家負担の軽減対策》 

経営体育成促進事業（担い手育成農地集積事業） 

（担当：調整係） 

【 目 的 】 

農業競争力強化農地整備事業等の実施を契機として、担い手への農用地の利用集積

を促進するとともに、将来の農業生産を担う効率的かつ安定的な経営体を育成し、こ

れらの経営体が農業生産の相当部分を担う農業構造の確立を図る 

 

◆事業内容 対象事業に係る農家負担金の軽減に資するよう（株）日本政策金融公庫が土地改良

区及び農協等に対し、農業基盤整備資金（有利子資金）の貸付けと併せて、担い手育

成農地集積資金（無利子資金)の貸付けを行う（必ず有利子資金とセット） 

ア 対象事業に係る農家負担金が年度事業費の１２％を超える場合にあっては、対

象事業の年度事業費の１０％以内 

イ 対象事業に係る農家負担金が年度事業費の１２％以下の場合にあっては、当該

負担金の６分の５以内 

◆対象事業 農業競争力強化農地整備事業、水利施設等保全高度化事業又は農山漁村地域整備

交付金のうち次に掲げる事業 

(１) 農地整備事業（経営体育成型） 

(２) 農地整備事業（中山間地域型） 

(３) 畑地帯総合整備事業（畑地帯総合整備型、畑地帯総合整備中山間地域型） 

(４) 草地畜産基盤整備事業（畜産担い手総合整備型） 

※経営体育成促進事業の採択を受けた地区において、その一部の施行を同一の事

業実施主体が国の補助を受けて行うその他の事業も対象とする。 

◆実施要件 １ 農地整備事業（経営体育成型）、畑地帯総合整備事業（畑地帯総合整備型、畑地

帯総合整備中山間地域型）、農地整備事業（中山間地域型） 

次の（１）又は（２）の要件を満たすこと 

 (１)次の全てを満たすこと 

ア 担い手について、対象事業の完了時において、次の①又は②のいずれかを満たすことが確

実と見込まれること 

① 対象事業実施地区において、認定農業者数の全農家戸数に占める割合が、

当該地区に係る地域担い手育成総合支援協議会が作成するアクションプログ

ラムに定める目標割合以上となること 

② 対象事業実施地区において、認定農業者数が対象事業採択時に比べ３０％

以上増加すること 

イ 対象事業の完了時において、受益面積に占める担い手の経営等農用地面積の

割合（以下「担い手農地利用集積率」という）が次のいずれかに該当すること

が確実と見込まれること 

事業採択時における 

担い手農地利用集積率 
事業完了時 

２０％未満 ３０％以上となること 

２０％以上５０％未満 １０％ポイント以上増加すること 

５０％以上５５％未満 ６０％以上となること 

５５％以上９０％未満 ５％ポイント以上増加すること 

９０％以上９５％未満 ９５％以上となること 

９５％以上 担い手への利用集積が見込まれること 
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(２)対象事業の完了時において、集積団地である農用地が 3.0ha(北海道)以上のま

とまりを有するものの面積の割合（以下「担い手農地面的集積率」という）が次

のいずれかに該当することが確実と見込まれること 

事業採択時における 

担い手農地面的集積率 
事業完了時 

１３％未満 ２０％以上となること 

１３％以上３５％未満 ７％ポイント以上増加すること 

３５％以上３８.５％未満 ４２％以上となること 

３８.５％以上６３％未満 ３.５％ポイント以 増加すること 

６３％以上６６.５％未満 ６６.５％以上となること 

６６.５％以上 担い手への面的集積が見込まれること 

２ 草地畜産基盤整備事業（畜産担い手総合整備型（飼料基盤集積整備事業）） 

次の全てを満たすこと 

（１） 事業完了時に、当該事業採択時の担い手の飼料生産基盤面積の合計面積に対

する、当該事業の採択時から完了時までに増加すると見込まれる飼料生産基盤

の合計面積の割合が、担い手家畜頭数増加率（担い手の当該事業採択時の乳用

牛及び肉用牛の飼養頭数に対する、当該事業採択時から完了時までに増加する

と見込まれる飼養頭数の割合）を超えることが確実と見込まれること 

（２）対象事業の完了時において、対象事業に係る地域の面積に占める担い手の飼

料生産

基盤の

合計面

積の割

合（以

下「担

い手草

地利用

集 積

率」という）が、次のとおり増加することが確実と見込まれること 
 

事業採択時における 

担い手草地利用集積率 

事業完了時 

３０％未満 ４０％以上となること 

３０％以上５０％未満 １０％ポイント以上増加すること 

５０％以上５５％未満 ６０％以上となること 

５５％以上９０％未満 ５％ポイント以上増加すること 

９０％以上９５％未満 ９５％以上となること 

９５％以上 担い手への利用集積が図られること 

◆貸付対象者 土地改良区、農業協同組合等 
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